
【共通】

大阪市指令　　　第 号

年 月 日

様

大阪市長

　　年　　月　　日付けで交付申請のあった補助金については、下記のとおり交付する

こととしたので、大阪市空家利活用改修補助事業補助金交付要綱の規定に基づき、通知します。

　本通知書を含む補助事業に係る書類は、通知を受けた日から５年間の保存を行ってください。

大阪市補助金等交付規則（平成１８年大阪市規則第７号）及び大阪市空家利活用改修補
助事業要綱の規定を遵守してください。

様式２（第６条関係、第10条関係）

補助金交付決定通知書

補 助 事 業 内 容

補 助 事 業 者

氏名

3 建 物 所 在 地

記

1 大阪市空家利活用改修補助事業補 助 事 業 名 称

5

4 交 付 決 定 額

補 助 金 交 付 条 件

2 住所

（ 地 名 地 番 ）

なお、交付決定額については、当該住宅の面積及び戸数により、額が変わることがあります。

金　　　　　　　　　　　　　　　円

大阪市　　　区


